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【公表日】令和3年9月16日(2021.9.16)
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【手続補正書】
【提出日】令和3年10月21日(2021.10.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＰＤＵセッション及び／又はＰＤＵセッションのデータストリームに対して第１のタイ
プの伝送及び／又は第１のタイプの切替プロセスを行うことを含み、
　前記第１のタイプの伝送は、ネットワーク側と端末側とが複数の経路を介してデータパ
ケットに対してデータコピー型伝送を行い、及び／又は、データパケットに対して第１の
優先度の伝送を行うことを含み、前記第１の優先度の伝送は、伝送するデータストリーム
が指定された１つのセットのＱｏＳパラメータに対応することであり、
　前記第１のタイプの切替プロセスは、エアインターフェースデータ無線ベアラが第１の
基地局から第２の基地局に切り替える前に、第２のコアネットワーク要素が前記第１の基
地局との第１の経路の確立及び前記第２の基地局との第２の経路の確立を完了し、前記エ
アインターフェースデータ無線ベアラが前記第１の基地局から前記第２の基地局に切り替
えた後、前記第２のコアネットワーク要素が前記第１の基地局との第１の経路を解放する
ことを含む
　ことを特徴とするセッション処理方法。
【請求項２】
　前記エアインターフェースデータ無線ベアラが前記第１の基地局から前記第２の基地局
に切り替えることは、
　端末が前記第１の基地局とエアインターフェースデータ無線ベアラを確立している場合
、前記エアインターフェースデータ無線ベアラを前記第１の基地局から前記第２の基地局
に直接に切り替えること、又は、
　端末が前記第１の基地局とエアインターフェースデータ無線ベアラを確立している場合
、前記第２の基地局とのエアインターフェースデータ無線ベアラを確立してから、前記第
１の基地局側のエアインターフェースデータ無線ベアラを解放することを含む
　ことを特徴とする請求項１に記載のセッション処理方法。
【請求項３】
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　第１のコアネットワーク要素がセッション確立又は修正要求メッセージを受信し、前記
セッション確立又は修正要求メッセージにＰＤＵセッションの識別情報及び／又はデータ
ストリーム識別情報及び／又はスライス選択支援情報ＳＮＳＳＡＩ及び／又はＤＮＮ情報
が含まれ、前記セッション確立又は修正要求メッセージ内の情報に基づいて前記ＰＤＵセ
ッション及び／又は前記ＰＤＵセッション内のデータストリームに対して第１のタイプの
伝送及び／又は第１のタイプの切替プロセスを行うかどうかを決定する
　ことを特徴とする請求項１又は２に記載のセッション処理方法。
【請求項４】
　前記第１のコアネットワーク要素が前記セッション確立又は修正要求メッセージ内のＳ
ＮＳＳＡＩ及び／又はＤＮＮ及び／又は第１のポリシーに基づいて、前記ＰＤＵセッショ
ン及び／又は前記ＰＤＵセッション内のデータストリームに対して第１のタイプの伝送及
び／又は第１のタイプの切替プロセスを行うかどうかを決定し、
　前記第１のポリシーが少なくとも１つのセットのＳ－ＮＳＳＡＩ及び／又はＤＮＮと第
１の指示情報との対応関係及び／又はポリシーと課金制御ＰＣＣポリシー情報を含み、前
記第１の指示情報が第１のタイプの伝送及び／又は第１のタイプの切替プロセスを行うか
どうかを指示する
　ことを特徴とする請求項３に記載のセッション処理方法。
【請求項５】
　前記セッション確立又は修正要求メッセージに２つのＰＤＵセッション識別情報及び／
又はデータストリーム識別情報が含まれ、
　前記第１のコアネットワーク要素が前記２つのＰＤＵセッション識別情報及び／又はデ
ータストリーム識別情報に基づいて、前記２つのＰＤＵセッションの全て又は一部のデー
タストリームに対して前記第１のタイプの伝送及び／又は前記第１のタイプの切替プロセ
スを行うと決定する
　ことを特徴とする請求項３又は４に記載のセッション処理方法。
【請求項６】
　前記コピー型伝送は、２つの異なる経路において同じデータを伝送することである
　ことを特徴とする請求項１～５のいずれか１項に記載のセッション処理方法。
【請求項７】
　前記異なる経路のＩＰアドレスが異なり又は同じ、前記異なる経路のデータストリーム
とＱｏＳポリシーが異なり又は同じである
　ことを特徴とする請求項６に記載のセッション処理方法。
【請求項８】
　制御ユニットを備えるセッション処理装置であって、
　前記制御ユニットは、ＰＤＵセッション及び／又はＰＤＵセッションのデータストリー
ムに対して第１のタイプの伝送及び／又は第１のタイプの切替プロセスを行うように構成
され、
　前記第１のタイプの伝送は、ネットワーク側と端末側とが複数の経路を介してデータパ
ケットに対してデータコピー型伝送を行い、及び／又は、データパケットに対して第１の
優先度の伝送を行うことを含み、前記第１の優先度の伝送は、伝送するデータストリーム
が指定された１つのセットのＱｏＳパラメータに対応することであり、
　前記第１のタイプの切替プロセスは、エアインターフェースデータ無線ベアラが第１の
基地局から第２の基地局に切り替える前に、第２のコアネットワーク要素が前記第１の基
地局との第１の経路の確立及び前記第２の基地局との第２の経路の確立を完了し、前記エ
アインターフェースデータ無線ベアラが前記第１の基地局から前記第２の基地局に切り替
えた後、前記第２のコアネットワーク要素が前記第１の基地局との第１の経路を解放する
ことを含む
　ことを特徴とするセッション処理装置。
【請求項９】
　前記エアインターフェースデータ無線ベアラが前記第１の基地局から前記第２の基地局
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に切り替えることは、
　端末が前記第１の基地局とエアインターフェースデータ無線ベアラを確立している場合
、前記エアインターフェースデータ無線ベアラを前記第１の基地局から前記第２の基地局
に直接に切り替えること、又は、
　端末が前記第１の基地局とエアインターフェースデータ無線ベアラを確立している場合
、前記第２の基地局とのエアインターフェースデータ無線ベアラを確立してから、前記第
１の基地局側のエアインターフェースデータ無線ベアラを解放することを含む
　ことを特徴とする請求項８に記載のセッション処理装置。
【請求項１０】
　受信ユニット及び決定ユニットをさらに含み
　受信ユニットは、セッション確立又は修正要求メッセージを受信するように構成され、
前記セッション確立又は修正要求メッセージにＰＤＵセッションの識別情報及び／又はデ
ータストリーム識別情報及び／又はスライス選択支援情報ＳＮＳＳＡＩ及び／又はＤＮＮ
情報が含まれ、
　前記決定ユニットは、前記セッション確立又は修正要求メッセージ内の情報に基づいて
前記ＰＤＵセッション及び／又は前記ＰＤＵセッション内のデータストリームに対して第
１のタイプの伝送及び／又は第１のタイプの切替プロセスを行うかどうかを決定するよう
に構成される
　ことを特徴とする請求項８又は９に記載のセッション処理装置。
【請求項１１】
　前記決定ユニットは、前記セッション確立又は修正要求メッセージのＳＮＳＳＡＩ及び
／又はＤＮＮ及び／又は第１のポリシーに基づいて、前記ＰＤＵセッション及び／又は前
記ＰＤＵセッション内のデータストリームに対して第１のタイプの伝送及び／又は第１の
タイプの切替プロセスを行うかどうかを決定するように構成され、
　前記第１のポリシーが少なくとも１つのセットのＳ－ＮＳＳＡＩ及び／又はＤＮＮと第
１の指示情報との対応関係及び／又はＰＣＣポリシー情報を含み、前記第１の指示情報が
第１のタイプの伝送及び／又は第１のタイプの切替プロセスを行うかどうかを指示する
　ことを特徴とする請求項１０に記載のセッション処理装置。
【請求項１２】
　前記セッション確立又は修正要求メッセージに２つのＰＤＵセッション識別情報及び／
又はデータストリーム識別情報が含まれ、
　前記第１のコアネットワーク要素が前記２つのＰＤＵセッション識別情報及び／又はデ
ータストリーム識別情報に基づいて、前記２つのＰＤＵセッションの全て又は一部のデー
タストリームに対して前記第１のタイプの伝送及び／又は前記第１のタイプの切替プロセ
スを行うと決定する
　ことを特徴とする請求項１０又は１１に記載のセッション処理装置。
【請求項１３】
　前記コピー型伝送は、２つの異なる経路において同じデータを伝送することである
　ことを特徴とする請求項８～１２のいずれか１項に記載のセッション処理装置。
【請求項１４】
　前記異なる経路のＩＰアドレスが異なり又は同じであり、
　前記異なる経路のデータストリームとＱｏＳポリシーが異なり又は同じである
　ことを特徴とする請求項１３に記載のセッション処理装置。
【請求項１５】
　プロセッサによって実行されると、請求項１～７のいずれか１項に記載の方法ステップ
を実施するコンピュータ実行可能命令を記憶した
　ことを特徴とするコンピュータ記憶媒体。
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